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容器包装プラスチックの対象になる主なもの

対象外のもの(容器包装プラスチックに間違ってよく混入されるもの)

この「プラマーク」が目印です。

この「ペット
マーク」が
目印です。

この「紙マ
ーク」が目
印です。

　容器包装プラスチックは異物が付着している
とリサイクルできません。分別方法をよく確認
し、正しい分け方、出し方で、週１回の「容器
包装プラスチック」の日に出してください。

容器包装プラスチックの分別にご協力を

●ボトル類
　シャンプー、リンス、洗剤、
乳製品、目薬などの空になった
容器

●カップ・パック類
　卵、カップ麺、プリン、ヨーグル
トなどの容器

●トレイ類
　果物、野菜、肉、惣菜、菓子
などのトレイ

●ネット類
　みかん、玉ねぎ、りんごなどのネット

●紙製容器
　紙コップ、カップ麺、ヨーグル
　トの紙製容器など
　「燃やせるごみ」の日に出してください。

●プラスチック製の商品
　ストロー、スプーン、フォーク、
歯ブラシ、CD、ひも、ハンガー、
ビニールホース、クリーニング袋など
　 月１回の「その他プラスチック」の日に出してください。

●ペットボトル(キャップ、ラベルを除く)
　 ペットマークが付いている
ものは、「ペットボトル」の日
に出してください。

●金属類
　アルミ鍋、カミソリ、ヘアー
スプレー、毛染めのスプレー缶
など
　「金属」の日に出してください。

●在宅医療廃棄物類
　紙おむつ、プラマークがあるビニールバック類、チュー
ブ・カテーテル類、栄養剤注入器、使い捨てペン型インス
リン注入器など

●ポリ袋類
　詰め替え製品・パン・菓子などの袋、カップ麺・ペットボ
トルなどの外装フィルム

●フタ・キャップ類
　インスタントコーヒーや
ペットボトルなどのフタや
キャップ

●チューブ類
　マヨネーズ、ケチャップ、
わさびなどの空になった
チューブ

●緩衝材類
　家電製品を保護している
発砲スチロールなど

容器包装プラス
チックは、こんな
ものにリサイクル
されています！

透明または半透明の袋に    
イ または 医 と表示して
「燃やせるごみ」の日に出
してください。

注射針・ペン型自己注射
針は、受診している医療
機関に返却してください。


